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　10月１日に睦町内会で行われた防災訓練で、はしご車の体験搭乗が

行われ、子供からお年寄りまでが普段は乗ることのできないはしご車

のバスケットに乗り、８階建てのビルに相当する高さからの町並みや

景色に感動していました。�

「眺めは最高！」�

中標津町ホームページの�
ＵＲＬは　http://www.nakashibetsu.jp　�
メールは　nakasi- t＠aurens.or.jp�

携帯サイトは　http://j.nakashibetsu.jp/
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歳　　出�

9,726万円�

3億6,284万円�

14億   690万円�

13億9,309万円�

791万円�

16億3,709万円�

5,857万円�

19億9,227万円�

4億4,099万円�

9億1,854万円�

300万円�

14億7,890万円�

944万円�

20億6,606万円�

1,000万円�

118億8,286万円�

�

4,580万円�

1億2,853万円�

4億2,527万円�

6億5,850万円�

388万円�

1億   793万円�

4,213万円�

9億7,521万円�

2億   900万円�

4億   742万円�

－�

5億3,935万円�

－�

10億   204万円�

－�

45億4,506万円�

�

47.1%�

35.4%�

30.2%�

47.3%�

49.1%�

6.6%�

71.9%�

48.9%�

47.4%�

44.4%�

－�

36.5%�

－�

48.5%�

－�

38.2%

49.2%�

38.8%�

30.4%�

30.9%�

47.4%�

14.3%�

74.7%�

49.1%�

56.5%�

42.0%�

－�

50.1%�

51.5%�

48.3%�

－�

41.0%

項　　　　　目� 予　算　現　額� 支　出　済　額� 支　出　率� 前年同期�

企業会計の収支状況（９月末現在）�

収　　　　　　益� 費　　　　　　用�
予　算　額�

会   　　　　計�

合　　　　　　計�

議 会 費 �

総 務 費 �

民 生 費 �

衛 生 費 �

労 働 費 �

農 林 業 費 �

商 工 費 �

土 木 費 �

消 防 費 �

教 育 費 �

災 害 復 旧 費 �

公 債 費 �

諸 支 出 金 �

職 員 費 �

予 備 費 �

合 　 　 　 　 計 �

収 益 的 収 支 予 算 �
資 本 的 収 支 予 算 �
水 道 会 計 合 計 �
収 益 的 収 支 予 算 �
資 本 的 収 支 予 算 �
病 院 会 計 合 計 �

財 政 調 整 基 金 �

土 地 開 発 基 金 �

減 債 基 金 �

国 保 財 政 調 整 基 金 �

介護給付費準備基金�

簡 水 財 政 調 整 基 金 �

そ の 他 �

合 　 　 　 計 �

人 口 一 人 当 た り �

4億5,487万円�
4,878万円�

5億   365万円�
34億1,355万円�
1億7,988万円�
35億9,343万円�
40億9,708万円�

14億1,917万円�

4億7,986万円�

8億4,611万円�

2億5,430万円�

771万円�

4,078万円�

20億0,597万円�

50億5,390万円�

20万9,592円�

執行済額� 執行率�

2億3,693万円�
－�

2億3,693万円�
17億3,750万円�

7,587万円�
18億1,337万円�
20億5,030万円�

52.1%�
－�

47.0%�
50.9%�
42.2%�
50.5%�
50.0%�

�

※人口は９月末現在の24,113人で算出（前年同期は24,048人）�

7,160万円�

24億8,895万円�

1,437万円�

14億3,031万円�

17億7,418万円�

10億9,452万円�

2億3,194万円�

71億   587万円�

�

4,979万円�

8億7,353万円�

664万円�

7億3,440万円�

7億2,345万円�

4億4,285万円�

6,088万円�

28億9,154万円�

�

89.4%�

38.5%�

49.8%�

44.0%�

38.6%�

37.2%�

21.4%�

39.4%�

�

87.6%�

40.9%�

51.2%�

52.5%�

42.0%�

40.8%�

30.2%�

43.7%�

�

予　算　現　額� 収　入　済　額�

6,402万円�

9億5,852万円�

716万円�

6億2,998万円�

6億8,493万円�

4億   723万円�

4,967万円�

28億   151万円�

�

支　出　済　額� 支出率� 前年同期�

町 営 牧 場 �

国 民 健 康 保 険 事 業 �

公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 �

下 水 道 事 業 �

老 人 保 健 �

介 護 保 険 事 業 �

簡 易 水 道 事 業 �

合 　 　 　 　 計 �

貯金（基金）の状況�

会   　　　　計�

区　　　　分� 残　　高�

予　算　額�

3億8,454万円�
2億4,581万円�
6億3,035万円�
38億4,359万円�
2億5,796万円�
41億   155万円�
47億3,190万円�

�

執行済額� 執行率�

1億5,678万円�
1億4,067万円�
2億9,745万円�
18億1,283万円�
1億4,261万円�
19億5,544万円�
22億5,289万円�

�

40.8%�
57.2%�
47.2%�
47.2%�
55.3%�
47.7%�
47.6%�

�

水道�
事業�
�
�
病院�
事業�

13億1,913万円�

4億7,925万円�

8億4,566万円�

1億6,413万円�

999万円�

1,792万円�

20億4,660万円�

48億8,268万円�

20万3,039円�

前年同期�

一 般 会 計 �

町 営 牧 場 �

公設地方卸売市場事業�

下 水 道 事 業 �

簡 易 水 道 事 業 �

水 道 �

病 院 �

合 　 　 　 計 �

人 口 一 人 当 た り �

�

152億7,631万円�

2億5,481万円�

4,043万円�

73億3,818万円�

3億8,609万円�

13億7,780万円�

55億8,174万円�

302億5,536万円�

125万4,732円�

借金（町債）の状況�

区　　　　分� 残　　高�

153億6,210万円�

2億7,821万円�

5,138万円�

78億  359万円�

3億1,877万円�

12億4,176万円�

57億8,381万円�

308億3,962万円�

128万2,419円�

前年同期�

特別会計の収支状況（９月末現在）�

平成18年度 上半期財政公表�
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【予算総額】�
　平成18年度の一般会計予算は当初115億1,700万円でスタートしましたが、その後、前年度からの繰越事業費1,086万円や３
回の補正予算（総額3億6,586万円）により、９月末現在では118億8,286万円の予算総額となっています。追加した補正予算
の主な内容は、農業関係予算として飼料基盤活用促進事業などに3億2,416万円、教育関係予算として学校の耐震化優先度調
査経費などに713万円、総務関係予算として北方四島医療支援事業などに492万円となっています。�
　また、特別会計の主な補正予算は、国民健康保険事業における医療保険制度改革に伴い創設された保険財政共同安定化事
業等に1億7,678万円、老人保健会計における前年度医療給付費の確定に伴う清算に966万円、介護保険事業会計における前年
度介護給付費の確定に伴う清算などに1,393万円などです。�
　企業会計については、水道会計におけるますみ川改修工事に伴う水道管移設工事費708万円、なお、病院会計については、
当初予算から補正は行っておりません。�

一般会計の収支状況（９月末現在）�

歳　　入�

24億2,872万円�

4億6,200万円�

700万円�

100万円�

200万円�

2億4,900万円�

300万円�

8,200万円�

7,200万円�

46億4,792万円�

7億   315万円�

2億6,042万円�

4億4,219万円�

9億4,341万円�

3億6,559万円�

1,732万円�

9億6,140万円�

2億3,474万円�

118億8,286万円�

�

14億3,079万円�

1億7,116万円�

426万円�

187万円�

1万円�

1億5,439万円�

75万円�

3,037万円�

6,137万円�

31億8,263万円�

7,529万円�

1億2,140万円�

9,239万円�

9,037万円�

－�

2億4,597万円�

－�

7,901万円�

57億4,203万円�

58.9%�

37.0%�

60.9%�

187.0%�

0.5%�

62.0%�

25.0%�

37.0%�

85.2%�

68.5%�

10.7%�

46.6%�

20.9%�

9.6%�

－�

1,420.2%�

－�

33.7%�

48.3%

57.6%�

33.1%�

106.9%�

114.0%�

－�

50.3%�

24.3%�

39.2%�

95.4%�

72.5%�

24.1%�

48.8%�

23.4%�

11.1%�

－�

381.9%�

－�

32.6%�

51.1%

項　　　　　目� 予　算　現　額� 収　入　済　額� 収　入　率� 前年同期�

収　入　率�調　定　額�区　　　　　　分�

合　　　　　　計�

前年同期�

町 税 �

地 方 譲 与 税 �

利 子 割 交 付 金 �

配 当 割 交 付 金 �

株式等譲渡所得割交付金�

地 方 消 費 税 交 付 金 �

ゴルフ場利用税交付金�

自 動 車 取 得 税 交 付 金 �

地 方 特 例 交 付 金 �

地 方 交 付 税 �

分 担 金 及 び 負 担 金 �

使 用 料 及 び 手 数 料 �

国 庫 支 出 金 �

道 支 出 金 �

繰 入 金 �

繰 越 金 �

町 債 �

そ の 他 �

合 　 　 　 　 計 �

町 民 税 �

固 定 資 産 税 �

軽 自 動 車 税 �

た ば こ 税 �

入 湯 税 �

都 市 計 画 税 �

11億3,883万円�
11億4,817万円�

4,105万円�
1億2,282万円�

337万円�
1億4,040万円�
15億1,101万円�
41億   565万円�

収　入　額�

4億9,489万円�
7億1,187万円�
3,395万円�

1億     32万円�
304万円�
8,672万円�

4億9,933万円�
19億3,012万円�

43.5%�
62.0%�
82.7%�
81.7%�
90.2%�
61.8%�
33.0%�
47.0%�

�

43.1%�
61.8%�
83.4%�
100.0%�
88.6%�
60.5%�
34.0%�
47.7%

国 民 健 康 保 険 税 �

※調定額～納入義務者に対して実際に賦課された税金の額�

町
　
　
　
　
税
�

町税等の収入状況（９月末現在）�

平成18年度 上半期財政公表�平成18年度 上半期財政公表�
財政公表は、町民の皆様に納めていただいた町税等がどのように使われているか�

などを、年２回（上半期、決算）お知らせするものです。�

今回は、平成18年度上半期における予算執行状況についてお知らせします。�
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地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、

町
税
条
例
の
改
正
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
特
に
住
民
税
に
関
す
る

改
正
に
つ
い
て
は
、「
国
か
ら

地
方
へ
」
と
税
財
政
改
革
の
一

環
で
所
得
税
か
ら
住
民
税
に
大

幅
な
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
ま
す
。
�

所　　得　　税�

課税所得� 税率�

10％�

20％�

30％�

37％�

住　　民　　税�

課税所得� 税率�

5％�

10％�

13％�

所　　得　　税�

課税所得�

所得税�

税額の10％�

（上限12万５千円）�

住民税�

所得割額の7.5％�

（上限２万円）�

税率�

5％�

10％�

20％�

23％�

33％�

40％�

住　　民　　税�

課税所得�

�

�

一律�

税率�

�

�

10％�

 

税
源
移
譲
�

�①
税
率
の
見
直
し
�

　
 
住
民
税
の
税
率
が
一
律
一
〇
％
と
な

り
ま
す
。
（
町
税
六
％
・
道
税
四
％
）
�

　
　
住
民
税
課
税
対
象
の
七
割
以
上
が
こ

れ
ま
で
五
％
の
税
率
適
用
で
あ
り
、
こ

の
適
用
者
は
一
〇
％
に
増
額
と
な
り
ま

す
。
�

　
　
た
だ
し
、
所
得
税
と
住
民
税
を
合
わ

せ
た
税
負
担
が
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い

よ
う
調
整
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。
�

【
適
用:

平
成
十
九
年
度
か
ら
】
�

②
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
�

　
　
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
（
平
成
十
八
年
ま

で
の
入
居
者
に
限
る
）
に
よ
り
控
除
さ

れ
る
所
得
税
額
が
減
少
す
る
方
に
つ
い

て
は
、
申
請
に
よ
り
翌
年
度
の
住
民
税

に
お
い
て
減
額
調
整
す
る
措
置
が
講
じ

ら
れ
ま
す
。
�

【
適
用:

平
成
二
十
年
度
か
ら
】
�

� 

定
率
減
税
の
廃
止
�

�　
こ
の
廃
止
は
、
住
民
税
に
つ
い
て
は
平

成
十
九
年
六
月
課
税
分
か
ら
、
所
得
税
に

つ
い
て
は
平
成
十
九
年
分
か
ら
適
用
さ
れ

ま
す
。
�

 

そ
の
他
の
改
正
�

�①
高
齢
者
の
非
課
税
制
度
の
廃
止
�

　
　
年
齢
六
十
五
才
以
上
で
合
計
所
得
金

額
が
百
二
十
五
万
円
以
下
の
方
に
対
す

る
非
課
税
措
置
が
、
平
成
十
八
年
度
か

ら
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
�

　
　
た
だ
し
、
昭
和
十
五
年
一
月
二
日
以

前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
合
計
所
得
金
額

が
百
二
十
五
万
円
以
下
の
方
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
九
年
度
は
税
額
の
三
分
の

二
が
課
税
と
な
り
、
平
成
二
十
年
度
か

ら
は
全
額
課
税
と
な
り
ま
す
。
�

②
地
震
保
険
料
控
除
の
創
設
�

　
　
損
害
保
険
料
控
除
を
改
組
し
、
地
震

保
険
料
控
除
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
地
震
保
険
料
の
二
分
の
一
（
最

高
二
万
五
千
円
）
を
所
得
控
除
す
る
も

の
で
す
。
�

　
　
ま
た
、
経
過
措
置
と
し
て
、
平
成
十

八
年
末
ま
で
に
締
結
し
た
長
期
損
害
保

険
料
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
ど
お
り
損

害
保
険
料
控
除
を
適
用
で
き
ま
す
（
最

高
一
万
円
）。
経
過
措
置
と
地
震
保
険

料
控
除
を
併
用
す
る
場
合
は
、
合
わ
せ

て
最
高
二
万
五
千
円
の
控
除
が
受
け
ら

れ
ま
す
。
�

 
 
な
お
、
短
期
損
害
保
険
料
控
除
は
、

廃
止
に
な
り
ま
す
。
�

【
適
用:

平
成
二
十
年
度
か
ら
】
�

　
○
住
民
税
に
つ
い
て
の
ご
相
談
は
�

　
　
税
務
課
住
民
税
係
ま
で
�

　
　
　
　
（
内
線
二
〇
九
・
二
〇
七
）
�

廃　　止�

改正後�

改正後�

330万円以下�

330万円超    900万円以下�

900万円超 1,800万円以下�

 1,800万円超�

195万円以下�

195万円超    330万円以下�

330万円超    695万円以下�

695万円超    900万円以下�

900万円超 1,800万円以下�

 1,800万円超�

200万円以下�

200万円超     700万円以下�

  700万円超�
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固
定
資
産
税
は
、
毎
年
一
月
一
日
に
土

地
・
家
屋
・
償
却
資
産
（
※
）（
こ
れ
ら

を
総
称
し
て
「
固
定
資
産
」
と
い
い
ま

す
。）
を
所
有
し
て
い
る
人
が
、
そ
の
固

定
資
産
の
価
格
を
も
と
に
算
定
さ
れ
た
税

額
を
、
そ
の
固
定
資
産
の
所
在
す
る
市
町

村
に
納
め
る
税
金
で
す
。
�

※
　
償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人
で
工

場
や
商
店
等
を
経
営
し
て
お
ら
れ
る

方
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
機
械
・
器
具
・
備
品

等
を
い
い
ま
す
。
�

� 

税
額
算
定
の
あ
ら
ま
し
�

�　
固
定
資
産
の
評
価
は
、
総
務
大
臣
が
定

め
た
『
固
定
資
産
評
価
基
準
』
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
、
市
町
村
長
が
そ
の
価
格
を
決

定
し
、
こ
の
価
格
を
も
と
に
課
税
標
準
額

を
算
定
し
ま
す
。
算
定
さ
れ
た
課
税
標
準

額
に
、
税
率
一
・
四
％
を
乗
じ
た
金
額
が

固
定
資
産
税
額
と
な
り
ま
す
が
、
同
一
人

が
所
有
す
る
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
の

そ
れ
ぞ
れ
の
課
税
標
準
額
の
合
計
が
次
の

金
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
固
定
資
産

税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。
�

¡
土
　
　
地
　
〜
　
三
十
万
円
�

¡
家
　
　
屋
　
〜
　
二
十
万
円
�

¡
償
却
資
産
　
〜
　
百
五
十
万
円
�

　
中
標
津
町
で
は
、
毎
年
五
月
初
旬
に
税

額
等
を
記
載
し
た
納
税
通
知
書
を
納
税
者

宛
に
通
知
し
、
年
三
回
に
分
け
て
納
税
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
�

� 

固
定
資
産
の
評
価
替
え
�

�　
固
定
資
産
の
土
地
と
家
屋
に
つ
い
て
は
、

三
年
毎
に
評
価
額
を
見
直
す
制
度
（
評
価

替
え
）
が
採
ら
れ
て
お
り
、
平
成
十
八
年

度
が
そ
の
基
準
年
度
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
�

�　
ご
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
�

�　
　
家
屋
が
年
々
老
朽
化
し
て
い
く
の
に

評
価
額
が
下
が
ら
な
い
の
は
ど
う
し
て

で
し
ょ
う
か
。
�

　
　
家
屋
の
評
価
額
は
、
評
価
の
対
象
と

な
っ
た
家
屋
と
同
一
の
も
の
を
評
価
替

え
の
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
新

築
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
と
さ

れ
る
建
築
費
に
、
家
屋
の
建
築
後
の
経

過
年
数
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
耗
の
状
況

に
よ
る
減
価
率
を
乗
じ
て
求
め
ら
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
の
価
額
が
前
年
度
の

価
額
を
超
え
る
場
合
は
、
通
常
前
年
度

の
価
額
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。
家
屋
の

建
築
費
は
、
平
成
五
年
頃
か
ら
そ
れ
ま

で
続
い
て
い
た
上
昇
傾
向
が
沈
静
化
し
、

以
後
は
建
築
資
材
価
格
等
が
下
落
傾
向

を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

か
ら
、
比
較
的
建
築
年
次
の
新
し
い
家

屋
に
つ
い
て
は
、
評
価
替
え
毎
に
そ
の

価
額
が
下
落
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
建

築
年
次
の
古
い
家
屋
の
一
部
に
つ
い
て

は
、
過
去
に
建
築
費
の
上
昇
が
続
く
中
、

評
価
額
が
据
え
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
近
年
の
建
築
資
材
価
格
等
の

下
落
を
加
味
し
た
評
価
額
で
あ
っ
て
も
、

以
前
か
ら
据
え
置
か
れ
て
い
る
価
額
を

下
回
る
ま
で
に
は
い
た
ら
ず
、
評
価
額

が
下
が
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
�

　
　
地
価
が
下
が
っ
て
い
る
の
に
、
土
地

の
税
額
が
上
が
る
の
は
ど
う
し
て
で
し

ょ
う
か
。
�

　
　
平
成
六
年
度
に
、
評
価
の
均
衡
を
図

る
た
め
、
宅
地
の
評
価
水
準
を
全
国
一

律
に
地
価
公
示
価
格
等
の
七
割
を
目
途

と
す
る
評
価
替
え
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

こ
の
結
果
、
従
前
の
評
価
額
と
比
べ
て

全
体
で
三
倍
ほ
ど
の
上
昇
が
見
ら
れ
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
評
価
替
え
に
よ

っ
て
税
負
担
が
急
増
し
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
、
な
だ
ら
か
に
課
税
標
準
額
を

上
昇
さ
せ
る
負
担
調
整
措
置
が
講
じ
ら

れ
ま
し
た
。
中
標
津
町
に
お
い
て
も
、

平
成
六
年
度
の
評
価
替
え
に
よ
り
、
従

前
の
宅
地
の
評
価
額
と
比
べ
て
全
体
で

三
倍
ほ
ど
上
昇
し
た
た
め
、
十
二
年
経

過
し
た
現
在
で
も
宅
地
の
大
半
は
負
担

水
準
（
評
価
額
に
対
す
る
課
税
標
準
額

の
割
合
）
が
低
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
地
価
の
動
向
に
関
わ
り

な
く
全
て
の
土
地
の
税
額
が
上
が
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
税
額
が
上
が
っ

て
い
る
の
は
、
地
価
が
上
昇
し
て
い
る

場
合
を
除
け
ば
、
負
担
水
準
が
低
い
土

地
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
�

　
【
左
図
参
照
】
�

○
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
の
ご
相
談
は
�

　
税
務
課
資
産
税
係
ま
で
�

　
　
（
内
線
二
八
六
・
二
一
二
）
�

� 宅地の評価額と課税標準額との関係　＜イメージ図＞�

額
（
万
円
）
�

年度�

400�

350�

300�

250�

200�

150�

100�

50�

0
昭63 平元�平2 平3 平4 平5 平6 平7 平8 平9 平10平11平12平13平14平15平16平17平18

評価額� 課税標準額�

問�答�

問�答�
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平
成
十
九
年
四
月
に
町
民
税
等
の
滞
納
整
理
を
行
う
「（
仮
称
）
釧
路
･

根
室
広
域
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
」
が
設
立
の
予
定
で
す
。
�

　
こ
の
組
織
は
、
税
の
公
平
性
の
確
保
と
滞
納
税
の
縮
減
を
図
る
た
め
に
、

市
町
村
独
自
で
の
処
理
が
困
難
な
滞
納
事
案
を
引
き
受
け
、
財
産
差
押
や

公
売
な
ど
の
滞
納
処
分
を
前
提
に
滞
納
整
理
を
行
う
広
域
的
組
織
で
す
。
�

滞納処分の状況（平成18年度は9月末現在）�

種　類
�

�

不 動 産�

交 付 要 求�

給　　　与�

預　　　金�

生 命 保 険�

不動産収入�

出　　　資�

保証返還金�

国税還付金�

17年度�

10�

13�

9�

―�

34�

11�

―�

1�

70

18年度�

1�

8�

24�

5�

4�

2�

1�

�

11

差押実施件数�
17年度�

―�

�

7�

―�

28�

10�

―�

1�

70

18年度�

―�

�

24�

5�

2�

2�

―�

―�

11

換価・取立件数�

　

機
構
の
概
要
�

�¡
名
　
　
称
　
　
�

　
（
仮
称
）
釧
路
･
根
室
広
域
地
方
税
滞

納
整
理
機
構
�

¡
構
成
団
体
　
　
�

　
釧
路
町
、
厚
岸
町
、
浜
中
町
、
標
茶
町
、

弟
子
屈
町
、
鶴
居
村
、
白
糠
町
、
�

　
中
標
津
町
、
羅
臼
町
�

（
合
計
９
町
村
）
�

¡
所
在
地
　
　
　
�

　
釧
路
支
庁
庁
舎
内
�

¡
業
務
内
容
　
　
�

　
町
道
民
税
（
個
人
・
法
人
）
、
固
定
資

産
税
、
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、

国
民
健
康
保
険
税
等
の
滞
納
整
理
、
差

押
物
件
の
公
売
�

¡
滞
納
整
理
　
　
�

　
財
産
調
査
、
財
産
の
差
押
、
差
押
財
産

の
公
売
�

　

組
　
　
織
�

�　
機
構
の
職
員
は
、
北
海
道
と
町
村
か
ら

の
派
遣
職
員
で
構
成
し
、
よ
り
専
門
性
の

高
い
滞
納
整
理
を
行
う
た
め
、
弁
護
士
を

顧
問
と
し
て
配
置
し
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
受

け
ま
す
。
�

�　

機
構
設
立
の
経
緯
�

�　
各
自
治
体
の
町
村
税
の
徴
収
率
は
全
道

平
均
に
比
較
し
て
低
く
、
こ
の
よ
う
な
状

況
を
放
置
す
れ
ば
地
方
税
に
対
す
る
不
公

平
感
が
増
大
し
、
税
務
行
政
へ
の
不
信
感

な
ど
に
つ
な
が
り
ま
す
。
�

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
状
況
の
解
決
を
目

指
す
取
組
み
と
し
て
、
同
じ
状
況
の
町
村

が
参
加
し
た
滞
納
整
理
の
専
門
組
織
で
あ

る
「（
仮
称
）
釧
路
･
根
室
広
域
地
方
税

滞
納
整
理
機
構
」
を
設
立
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
�

　

機
構
の
活
動
�

�　
町
村
か
ら
の
催
告
に
応
じ
な

い
場
合
、
滞
納
額
が
高
額
な
場

合
な
ど
の
滞
納
事
案
を
引
き
受

け
、
迅
速
に
滞
納
整
理
を
行
い
ま
す
。
�

　
機
構
で
は
、
広
範
囲
な
財
産
調
査

に
よ
り
、
換
価
し
や
す
い
財
産
を
調

査
し
、
速
や
か
に
滞
納
処
分
を
行
い

ま
す
。
�

　
ま
た
、
差
し
押
さ
え
た
動
産
や
不
動
産

の
公
売
も
行
い
ま
す
。
�

�　

機
構
へ
の
滞
納
事
案
を
引
き
継
ぐ
�

　
　
　
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
�

�　
平
成
十
九
年
三
月
に
各
町
村
で
は
機
構

へ
の
滞
納
事
案
の
引
き
継
ぎ
を
行
い
ま
す

が
、
そ
の
前
に
、
平
成
十
八
年
中
に
対
象

予
定
者
に
対
し
て
催
告
文
書
を
送
付
し
ま

す
。
�

　
指
定
し
た
期
日
ま
で
に
納
付
意
思
が
見

ら
れ
な
い
な
ど
の
場
合
は
機
構
へ
引
き
継

ぐ
対
象
と
な
り
ま
す
。
�

　
各
町
村
か
ら
機
構
へ
滞
納
事
案
を
引
き

継
ぎ
、
そ
の
後
、
機
構
で
は
本
格
的
に
滞

納
整
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
�

＝
滞
納
処
分
＝
�

　
町
税
を
滞
納
し
た
ま
ま
で
い
ま

す
と
、
納
期
限
ま
で
に
納
め
ら
れ

た
納
税
者
と
の
公
平
を
保
つ
た
め
、

ま
た
大
切
な
町
税
を
確
保
す
る
た

め
に
、
や
む
を
得
ず
滞
納
者
の
財

産
（
不
動
産
、
給
与
、
預
貯
金
、

売
掛
金
、
保
険
金
な
ど
）
を
差
し

押
さ
え
、
さ
ら
に
そ
の
財
産
を
公

売
す
る
な
ど
滞
納
処
分
を
行
う
こ

と
と
な
り
ま
す
。
滞
納
処
分
は
、

自
主
的
に
納
付
い
た
だ
け
な
い
場

合
に
、
法
律
に
基
づ
く
手
続
き
に

よ
り
、
町
税
の
確
保
を
図
る
も
の

で
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
の

な
い
よ
う
、
納
期
内
納
付
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
�

�

差し押さ
え�

納期内納付に�
ご協力を�
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平
成
十
七
年
度
の
町
税
の
収
納
率
は
、
下
記
の
図
１
の
と
お
り
、
平
成
十
五
年
度
に
比
べ
、

〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
下
回
っ
た
ま
ま
で
す
。
�

　
未
納
、
滞
納
の
問
題
は
、
納
税
者
で
あ
る
町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
が
な
け
れ
ば
解
決

で
き
ま
せ
ん
。
�

　
税
負
担
の
公
平
性
か
ら
も
滞
納
さ
れ
て
い
る
方
に
対
し
ま
し
て
は
、
今
後
も
個
々
の
ケ

ー
ス
に
応
じ
た
厳
し
い
措
置
を
講
じ
て
ま
い
り
ま
す
。
�

　
町
民
の
皆
さ
ん
に
満
足
し
て
頂
け
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
も
、
貴
重
な
自
主

財
源
で
あ
り
ま
す
町
税
の
納
付
に
対
し
ま
し
て
、
今
後
と
も
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
�

５月�

６月�

７月�

８月�

９月�

10月�

11月�

�

固定資産税　１期�

町 道 民 税　１期�

固定資産税　２期�

町 道 民 税　２期�

　　　　―�

町 道 民 税　３期�

固定資産税　３期�

11月
�

�

�

�

12月�

夜間窓口�

17:15～20:00�

15日(水)�

30日(木)�

15日(金)�

25日(月)�

26日(火)�

27日(水)�

28日(木)�

�

休日窓口�

9:00～17:00�

26日(日)�

�

23日(土)�

24日(日)

軽 自 動 車 税　全期�

国民健康保険税　１期�

国民健康保険税　２期�

国民健康保険税　３期�

国民健康保険税　４期�

国民健康保険税　５期�

国民健康保険税　６期�

�

町税を納めるには�
口座振替納付�

　便利で確実な口座振替をご利用くだ

さい。納期日に自動で引き落としにな

り、金融機関等に行く手間が省けます。

申し込み手続きは、納税通知書、預貯

金通帳、届出印を持参のうえ、引き落

としを希望される金融機関または役場

税務課で出来ます。�

※町内の金融機関のみ可能�

（郵便局は町外も可）�

中標津町役場、計根別支所、大地みらい信用金庫（本店、各支店）、

北洋銀行中標津支店、釧路信用組合中標津支店、北海道労働金庫中標

津支店、中標津町農業協同組合、計根別農業協同組合、郵便局（専用

の払込用紙（納付書）が必要です。）�

納 税 相 談 �

表１　町税の納期�

※納期限は末日となります。（末日が休日の場合は翌日）�

表２ 10月以降の夜間・休日窓口開設日�

図１　　町税収納率の推移�

　下の表１の納期限までに納税しないことを滞納といいます。

この場合、督促状や催告書を送付して納税を促すことになります。�

　しかし、私たちが生活を営むうえでは、どうしても納期限ま

でに納税できない場合もあるかと思われます。このようなとき

には、納税通知書（納付書）をご持参のうえ、役場税務課で早
めに納税についてご相談ください。�
　下の表2のとおり夜間、休日も窓口を開いている日がありま
すのでご利用ください。�

現金で納付�

　納税通知書（納付書）

を持参の上、取扱金融機

関、役場出納室窓口で納

付してください。�

納期内に納められない場合�

0

10

20

30

80

90

100

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17
年度�

合計� 現年度� 滞納繰越��○
納
税
に
つ
い
て
の
ご
相
談
は
�

　
収
納
向
上
推
進
室
納
税
係
・
収
納

推
進
係
ま
で
�

　
　
　
（
内
線
二
〇
八
・
二
〇
七
）
�

�

96.8 96.9 96.7 96.5 96.9 97.0 97.0 97.0 97.2

89.889.889.989.689.089.289.690.290.9

21.8 20.2

15.0

21.6
16.9

23.9
27.0

20.7
18.3

％�

便利で確実な�
口座振替を�

取扱金融機関等�
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�

支
払
機
関
を
変
え
る
と
き�

�

　
年
金
は
希
望
し
た
金
融
機
関
や
郵
便

局
で
支
払
わ
れ
ま
す
。
住
所
や
支
払
い

を
受
け
る
金
融
機
関
、
郵
便
局
を
変
更

す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
「
年
金
受
給

権
者
住
所
・
支
払
機
関
変
更
届
」
を
最

寄
り
の
社
会
保
険
事
務
所
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。�

　
「
住
所
・
支
払
機
関
変
更
届
」
を
提

出
し
な
い
と
、
年
金
の
支
払
額
を
お
知

ら
せ
す
る
通
知
書
が
届
か
な
か
っ
た
り
、

希
望
す
る
銀
行
や
郵
便
局
で
年
金
が
受

け
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。�

　
支
払
機
関
を
銀
行
な
ど
の
金
融
機
関

に
変
更
す
る
と
き
は
、
そ
の
金
融
機
関

で
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
に
つ
い
て
証

明
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。�

　
ま
た
、
郵
便
局
の
「
郵
便
振
替
」
に

変
更
す
る
と
き
は
、
郵
便
局
で
郵
便
振

替
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
証
明

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。�

　
住
所
が
変
わ
る
と
き
は
、
社
会
保
険

事
務
所
な
ど
へ
届
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、

旧
住
所
の
郵
便
局
に
も
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。�

�

誕
生
月
が
来
た
と
き�

�

　
毎
年
一
回
、
誕
生
月
の
初
旬
に
「
現

況
届
」
を
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
か

ら
受
給
者
の
皆
様
に
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
年
金
を
引
き
続
き
受
け
る
権

利
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
、

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
返
送
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
も
の
で
す
。�

　
し
か
し
、
十
二
月
生
ま
れ
の
方
か
ら

現
況
届
の
提
出
を
原
則
不
要
と
し
、
住

民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し

て
受
給
者
の
皆
様
の
現
況
（
生
存
）
確

認
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
現
況
届
の
提
出
は
今
年
が
最

後
に
な
り
ま
す
。�

　
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
、
現
況
届
以

外
の
届
出
が
引
き
続
き
必
要
で
す
。
提

出
が
必
要
な
届
出
は
、
社
会
保
険
業
務

セ
ン
タ
ー
か
ら
受
給
者
の
皆
様
へ
送
付

さ
れ
ま
す
。�

①
加
給
年
金
額
を
受
け
ら
れ
て
い
る
場

合
（
生
計
維
持
確
認
届
）�

②
障
害
の
程
度
の
確
認
の
た
め
「
診
断

書
」
の
提
出
が
必
要
な
場
合�

�

年
金
証
書
を
な
く
し
た
と
き�

�

「
年
金
証
書
」
を
汚
し
た
り
な
く
し
た

り
し
た
と
き
は
、
「
年
金
証
書
再
交
付

請
求
書
」
を
最
寄
り
の
社
会
保
険
事
務

所
に
提
出
し
て
「
年
金
証
書
」
の
再
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。�

「
年
金
証
書
」
は
年
金
を
受
け
る
権
利

の
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。

各
種
の
届
出
や
年
金
相
談
の
と
き
に
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。�

�

氏
名
が
変
わ
っ
た
と
き�

�

　
結
婚
や
養
子
縁
組
な
ど
に
よ
り
氏
名

が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
「
年
金
受
給
権

者
氏
名
変
更
届
」
（
氏
名
変
更
届
）
を

最
寄
り
の
社
会
保
険
事
務
所
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。�

　
そ
の
際
、
「
氏
名
変
更
届
」
の
証
明

欄
に
市
区
町
村
長
の
証
明
を
受
け
る
か
、

ま
た
は
「
氏
名
変
更
届
」
に
戸
籍
の
抄

本
か
住
民
票
を
添
付
し
、
必
ず
「
年
金

証
書
」
を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。�

　
な
お
、
「
氏
名
変
更
届
」
に
住
民
票

コ
ー
ド
を
記
載
し
た
と
き
に
は
、
市
区

町
村
長
の
証
明
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。�

　
詳
し
く
は
、
釧
路
社
会
保
険
事
務
所

1
０
１
５
４
（
２
２
）
０
１
１
１
ま

た
は
保
険
年
金
課
年
金
係
ま
で
。�

　
低
迷
し
て
い
る
牛
乳
消
費
を
何
と
か

し
た
い
！
そ
う
い
う
思
い
か
ら
こ
の
中

標
津
ミ
ル
キ
ー
ラ
ー
メ
ン
大
作
戦
は
始

ま
り
ま
し
た
。
�

　
牛
乳
を
た
っ
ぷ
り
使
っ
た
魅
力
的
な

ラ
ー
メ
ン
を
企
画
・
開
発
し
、
消
費
ト

レ
ン
ド
を
創
り
出
せ
ば
結
果
的
に
牛
乳

消
費
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

ん
な
発
想
で
考
え
た
の
が
「
中
標
津
ミ

ル
キ
ー
ラ
ー
メ
ン
」
で
す
。
�

　
業
界
で
は
異
例
と
も
言
え
る
「
ミ
ル

キ
ー
ラ
ー
メ
ン
」
と
い
う
統
一
ブ
ラ
ン

ド
で
需
要
を
喚
起
し
、
中
標
津
発
の
新

し
い
食
ブ
ラ
ン
ド
を
作
り
、
住
民
運
動

と
し
て
展
開
し
て
い
き
た
い
の
で
、
皆

さ
ん
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。
�

　
詳
し
く
は
、
中
標
津
ミ
ル
キ
ー
ラ
ー

メ
ン
制
作
委
員
会
（
役
場
経
済
振
興
課
）

ま
で
。
�

＋�

年金を受けている皆さんへ�

〜
こ
ん
な
時
に
は
、�

　
　
こ
ん
な
手
続
き
を
〜�
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健康いちばん�

引　野　講　二�

「 変 形 性 膝 関 節 症 」 �

　
町
内
の
患
者
さ
ん
が
、
膝
の
手

術
の
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
遠
い
釧
路

や
札
幌
ま
で
行
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
町
立
病
院
で
も
札
幌
か
ら
膝

の
器
械
を
取
り
寄
せ
れ
ば
、
同
じ

手
術
が
で
き
る
こ
と
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
�

　
本
症
は
中
年
以
降
に
発
症
す
る

整
形
外
科
疾
患
の
う
ち
腰
痛
症
に

次
い
で
多
い
も
の
で
す
。
肥
満
し

た
女
性
に
多
く
、
膝
を
動
か
し
た

際
の
痛
み
を
訴
え
て
来
院
さ
れ
ま
す
。

本
症
の
病
態
は
関
節
軟
骨
の
変
化

と
摩
滅
で
、
膝
の
内
側
の
痛
み
と
、

進
行
す
る
と
Ｏ
脚
変
形
が
現
れ
ま
す
。

　
関
節
に
水
が
た
ま
る
現
象
は
本

症
の
一
割
に
存
在
し
ま
す
が
、
病

気
が
進
ん
で
も
こ
の
症
状
が
必
ず

出
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
�

　
本
症
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
を
撮

る
こ
と
で
進
行
状
態
が
わ
か
り
ま
す
。

現
在
こ
の
疾
患
の
病
期
を
Ⅰ
期
〜

Ⅴ
期
の
五
段
階
に
分
け
て
い
ま
す
。

初
期
（
Ⅰ
・
Ⅱ
期
）
な
ら
減
量
、

鎮
痛
剤
の
投
与
、
筋
力
訓
練
、
装

具
な
ど
で
あ
る
程
度
症
状
の
改
善

は
得
ら
れ
ま
す
。
�

　
変
形
が
強
く
な
り
、
関
節
に
か

か
る
荷
重
が
不
均
衡
に
な
る
末
期

（
Ⅳ
・
Ⅴ
期
）
で
は
、
膝
痛
の
た

め
買
い
物
や
散
歩
が
で
き
な
く
な
り
、

ツ
エ
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
夜
間
の
痛
み
も
出

現
し
ま
す
。
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
で

見
る
と
、
骨
と
骨
と
の
す
き
間
が

な
く
な
り
、
前
述
の
治
療
で
は
効

果
が
少
な
く
な
る
の
で
手
術
し
た

方
が
良
い
で
し
ょ
う
。
�

　
今
ま
で
手
術
を
行
っ
た
患
者
の

平
均
年
齢
は
七
十
四
歳
で
す
。
�

　
手
術
は
膝
の
下
で
骨
切
り
を
し

荷
重
の
か
か
る
角
度
を
変
え
る
方

法
と
人
工
関
節
に
置
き
換
え
る
方

法
が
代
表
的
で
す
。
現
在
は
ど
ち

ら
の
手
術
方
法
も
成
績
が
安
定
し

て
い
ま
す
。
日
本
で
人
工
関
節
置

換
術
が
始
ま
っ
た
の
は
三
十
数
年

ほ
ど
前
で
す
。
当
時
に
比
べ
人
工

関
節
も
格
段
に
進
化
し
て
い
ま
す
。

手
術
の
技
術
も
同
様
で
す
。
一
ヵ

月
〜
二
ヵ
月
の
入
院
が
必
要
で
す
が
、

術
後
は
膝
の
痛
み
が
な
く
な
り
、

歩
行
能
力
も
大
幅
に
改
善
し
、
ツ

エ
な
し
で
散
歩
や
温
泉
旅
行
な
ど

も
可
能
に
な
り
ま
す
。
�

　
活
動
的
で
意
欲
が
あ
り
、
他
の

合
併
症
が
な
け
れ
ば
、
手
術
は
九

十
歳
で
も
可
能
で
す
。
年
齢
と
回

復
具
合
は
あ
ま
り
関
係
が
な
く
、

本
人
と
家
族
の
手
術
に
対
す
る
強

い
意
志
が
あ
れ
ば
、
リ
ハ
ビ
リ
も

進
み
回
復
も
早
い
で
す
。
�

�【
術
前
】
七
十
一
歳
女
性
�

������【
術
後
】
階
段
も
自
力
で
の
ぼ
れ

ま
す
�

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
�

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
お
知
ら
せ
�

　
町
立
中
標
津
病
院
で
は
、
今
年

度
の
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ

ン
」
接
種
を
実
施
し
て
い
ま
す
。�

　
詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。�

�

★
接
種
回
数�

①
小
学
生
ま
で
二
回
（
二
回
目
は
、

初
回
の
約
四
週
間
後
）�

②
中
学
生
一
回
（
二
回
接
種
も
可

能
）�

③
高
校
生
以
上
一
回�

★
接
種
料
金�

・
中
学
生
以
下�

　
一
人
一
回
二
千
円�

・
高
校
生
以
上�

　
一
人
一
回
三
千
円�

※
六
十
五
歳
以
上
等
の
方
は
、
一

回
に
限
り
助
成
が
あ
り
ま
す
。�

★
接
種
日
時�

・
中
学
生
以
下
（
小
児
）�

　
毎
週
月
曜
日
か
水
曜
日
の
正
午

〜
午
後
三
時
半
ま
で
に
再
来
受
付

機
ま
た
は
一
階
総
合
受
付
窓
口
で

受
け
付
け
し
て
く
だ
さ
い
。�

　
小
児
科
外
来
受
診
の
上
、
接
種

し
ま
す
。
（
※
接
種
の
診
察
は
午

後
三
時
〜
午
後
四
時
）�

・ 

高
校
生
以
上
（
大
人
）�

　
接
種
の
み
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

十
二
月
ま
で
の
毎
週
木
曜
日
午
後

三
時
〜
午
後
四
時
ま
で
に
一
階
総

合
受
付
窓
口
で
受
け
付
け
し
て
く

だ
さ
い
。�

　
内
科
外
来
受
診
の
上
、
接
種
し

ま
す
。�

　
慢
性
疾
患
な
ど
で
受
診
さ
れ
て

い
る
方
は
、
受
診
日
に
受
診
外
来

窓
口
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
同

日
接
種
し
ま
す
。�

　
一
月
以
降
に
接
種
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。�

　
詳
し
く
は
、
町
立
中
標
津
病
院

医
事
課
1
（
７
２
）
８
２
０
０
ま
で
。�

�  

予
防
の
基
本
は
ワ
ク
チ
ン
接
種�

�

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
に
は
、

予
防
接
種
が
有
効
で
す
。
ワ
ク
チ

ン
の
投
与
に
よ
っ
て
体
内
に
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る

抵
抗
力
を
つ
く
り
、
感
染
し
に
く

く
し
た
り
、
感
染
し
て
も
重
く
な

ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。�

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
毎
年
ウ

イ
ル
ス
の
姿
を
細
か
く
変
え
て
出

現
し
ま
す
。
こ
れ
を
「
変
異
」
と

呼
び
ま
す
。�

　
そ
の
た
め
、
予
防
接
種
の
ワ
ク

チ
ン
は
、
そ
の
シ
ー
ズ
ン
に
流
行

す
る
と
考
え
ら
れ
る
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
を
予
測
し
て
効
果

が
あ
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

近
年
は
流
行
と
ワ
ク
チ
ン
が
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
ま
す
。�

�

北大の膝の研究グループに属しており、現在は札幌の斗南病院で外来、手術を担当。�
外来患者の80％は膝関連の疾患。今まで膝の人工関節置換術は1,200例以上を経験。�
町立中標津病院での診療は、外来：毎週水・木曜日の午前中�
　　　　　　　　　　　　　手術：毎週水曜日の午後�

国家公務員共済組合連合会札幌医療センター斗南病院�
整形外科医師�

①術前

②術後

③術前

④術後
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税　　金�

M A T I O N

11

November

くらしの 場広場�場�

11 日 月 火 水 木 金�土�
�

�

社会保険事務所相談所開設日のお知らせ（1 0154-22-0111）�
日時／11月21日（火）午後１時～午後５時　　11月22日（水）午前９時～午前11時30分　　場所／中標津経済センター�

～町税等各種収納金の�
　　　　　　納付は口座振替で～�

4

11

18

25

3

10

17

24

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

�

11月は固定資産税（第３期）、�
国民健康保険税（第６期）、�

介護保険料（第６期）の納期です�
�

　固定資産税の第３期と国民健康保

険税の第６期、介護保険料の第６期

の納期限は11月30日です。忘れずに

納期内に納めましょう。�

　軽自動車税、固定資産税の第１～２

期と町道民税の第１～３期、国民健康

保険税及び介護保険料の第１～５期の

納期限がすでに経過しています。もう

一度お手元の納付書を確認のうえ、納

付されていない方は早急に納めましょう。�

　町税はみんなの財産です。町税を有

効に使うため、納期内納付にご協力を

お願いします。�

�

�

＜11月の収納窓口休日開設及び�

　　　　　　平日開設時間延長日>�
�

�

�

�

�

　収納窓口開設時間延長、休日開設に

あわせて納税相談を実施していますので、

納税についてご相談ください。�

�
�

個人事業税の�
納め忘れはありませんか？�
�

　個人事業税は、事業を行っている個

人の方に、その事業の所得を基礎とし

て課税される北海道の税金です。�

　第２期分の納期限は11月30日です。

必ず納期限までに納めてください。�

　納税通知書は８月に第１期分と併せ

て送付しています。紛失された方は、

根室支庁税務課課税係までご連絡くだ

さい。�

　詳しくは、根室支庁税務課課税係　

　　　　　　　　10153-24-5479まで。�
�

はじめよう！ e-tax�
�

　あらかじめ登録をすれば、自宅やオ

フィスから、インターネットで国税に

関するさまざまな申告や申請、納税が

でき、税務署などに何度も出かける必

要がなくなります。あなたも始めてみ

ませんか。�

　詳しくは、ｅ－ｔａｘホームページ

http://www.e-tax.nta.go.jp/まで。�

　休日開設日　 開設時間延長日�
　26日（日） 　15日（水）�
　　　　　　　　　　30日（木）�

午前9時～　　 午後5時15分～�
　午後5時まで　 　　午後8時まで�

一
部
の
投
票
所
が
変
わ
り
ま
す
�

�　
こ
れ
ま
で
の
選
挙
は
、
町
内
十
九
ヶ

所
の
投
票
所
で
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
後
実
施
さ
れ
る
選
挙
か
ら
十
二
ヶ
所

に
変
更
さ
れ
ま
す
。
�

　
ま
た
、
一
部
地
域
で
は
投
票
所
も
変

更
さ
れ
ま
す
の
で
、
投
票
所
に
行
か
れ

る
際
は
、
送
付
さ
れ
た
入
場
券
を
よ
く

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
�

　
変
更
と
な
る
投
票
所
は
次
の
と
お
り

で
す
。
�

第
三
投
票
所
（
中
標
津
小
）
に
協
和
（
第

十
七
投
票
所
）
と
豊
岡
（
第
十
八
投
票

所
）
を
統
合
�

第
五
投
票
所
（
武
佐
小
中
学
校
に
変
更
）

に
上
武
佐
（
第
六
投
票
所
）
を
統
合
�

第
八
投
票
所
（
俣
落
小
学
校
に
変
更
）

に
第
二
俣
落
（
第
十
六
投
票
所
）
を
統

合
�

第
十
投
票
所
（
中
標
津
町
交
流
セ
ン
タ

ー
に
変
更
）
に
上
標
津
（
旧
第
十
二
投

票
所
）
と
若
竹
（
第
十
四
投
票
所
）
を

統
合
�

第
十
二
投
票
所
（
西
竹
小
学
校
に
変
更
）

に
東
西
竹
（
第
十
九
投
票
所
）
を
統
合
�

　
詳
し
く
は
、
選
挙
が
近
く
な
り
ま
し

た
ら
、
広
報
紙
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
�

�糖
尿
病
週
間
行
事
に
�

参
加
し
ま
せ
ん
か
？
�

�　
十
一
月
十
二
日
（
日
）
午
前
十
時
三

十
分
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で
、
保

健
セ
ン
タ
ー
で
糖
尿
病
に
つ
い
て
の
催

し
が
あ
り
ま
す
。
ど
な
た
で
も
参
加
で

き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
参
加
く
だ
さ
い
。
�

申
し
込
み
不
要
の
催
し
�

　
体
脂
肪
・
腹
囲
・
血
糖
測
定
、
歩
き

方
の
コ
ツ
、
体
験
者
へ
の
質
問
コ
ー
ナ
ー
。

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
講
座
「
今
回
の
医
療
保

険
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
」。
�

※
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
講
座
は
、
午
後
一
時

か
ら
午
後
一
時
三
十
分
の
み
の
実
施
。
�

申
し
込
み
の
必
要
な
催
し
�

　
先
着
三
十
名
の
方
を
対
象
に
、
「
昼

食
前
と
食
後
二
時
間
血
糖
測
定
」
を
行

い
ま
す
（
昼
食
代
三
百
円
）。
申
し
込

み
は
、
十
一
月
八
日
（
水
）
ま
で
に
保

健
セ
ン
タ
ー
へ
。
�

�女
性
の
た
め
の
な
ん
で
も
�

相
談
所
を
開
設
し
ま
す
�

�　
相
談
は
、
女
性
の
方
に
限
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
�

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
�

す
。
�

　
相
談
を
お
受
け
す
る
の
は
、
す
べ
て

女
性
の
人
権
擁
護
委
員
で
す
。
�

　
難
し
い
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
日
頃
の
悩
み
を
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
�

日
時
　
十
一
月
十
九
日
（
日
）
�

　
　
　
午
後
一
時
〜
午
後
四
時
�

場
所
　
中
標
津
町
総
合
文
化
会
館
�

　
　
　
第
二
研
修
室
Ａ
�

　
詳
し
く
は
、
釧
路
地
方
法
務
局
根
室

支
局
。
�

1
０
１
５
３
（
２
３
）
４
８
７
４
ま
で
。
�

年末年始における町立中標津病院の診療日�

平成18年12月28日（木）�

平成18年12月29日（金）�

平成18年12月30日（土）�

平成18年12月31日（日）�

平成19年１月１日（月）�

平成19年１月２日（火）�

平成19年１月３日（水）�

平成19年１月４日（木）�

平成19年１月５日（金）�

平成19年１月６日（土）�

平成19年１月７日（日）�

平成19年１月８日（月）�

平成19年１月９日（火）�

平常診療�

休　　診�

休　　診�

休　　診�

休　　診�

休　　診�

休　　診�

平常診療�

平常診療�

休　　診�

休　　診�

休　　診�

平常診療�



�
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健　　康�

I N F O R M

くらしの広場広場�くらしの広場

新任医師紹介�
10月より町立中標津病院に新しい
医師が着任しましたので紹介しま
す。�
内科医師　澤田　康司�
出身大学　旭川医科大学�
卒  業  年　平成15年�
専　　門　消化器内科�

誇りをもって働き　豊かなまちにしましょう 　町民憲章より�

�
　保健センターの各種検診の申込受付
をしています。�
申込・問合せ先�
　中標津町保健センター�
　　　　　172－2733�
�

�
国保人間ドックのお知らせ�
�
　国民健康保険に加入されている方の
人間ドックを実施します。�
対　　象　中標津町国民健康保険に１

年以上継続して加入し、前
年度までの保険税を完納し
ている世帯の年齢30～69歳
の方�

検診期間　平成18年12月～平成19年２
月末日（平日）�

場　　所　町立中標津病院　�
内　　容　基本健診・がん検診（胃内

視鏡検査、胸部レントゲン
検査、大腸便潜血検査）・
腹部エコー検査�

料　　金　10,700円（生活習慣病健診
と重複しての補助は受けら
れません。）�

受　　付　随時　先着受付順�
　　　　　（12月受診希望の方は、11

月20日まで申し込み下さい）�
�

�
乳がん検診のお知らせ�

（12月分）�
�
実 施 日　12月25日(月)12:45から�
申込締切　11月27日(月)�
対　    象　40歳以上の女性�
定　　員　30人�
内　　容　問診、マンモグラフィ撮影

視診・触診�
　マンモグラフィ撮影は、事前の撮影
期間（12/4～22の平日午後）に個別で
行います。�
料　　金　2,600円（70歳以上は1,300円）�
実施場所　町立中標津病院�
�
�
骨粗鬆症検診のお知らせ�

（12月分）�
�
実施期間　12月1日～28日の平日�
申込期間　11月6日～20日の平日�
対　　象　20歳以上の女性�
内　　容　問診、骨密度測定（手首）、

診察�
料　　金　1,300円（70歳以上は600円）�
　　　　　国民健康保険加入者は無料�
定　　員　１日２人（午前11時から）�
実施場所　町立中標津病院 整形外科�

�ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
？
�

検
察
審
査
会
�

�　
交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し
な
ど
の

犯
罪
の
被
害
に
あ
い
、
警
察
や
検
察
庁

に
訴
え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
�

起
訴
し
て
く
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不

満
を
お
持
ち
の
方
の
た
め
に
検
察
審
査

会
が
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
費
用
は
無
料
で
、
秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
。
�

　
詳
し
く
は
、
釧
路
検
察
審
査
会
事
務

局
（
釧
路
市
柏
木
町
四
番
七
号
、
釧
路

地
方
裁
判
所
内
）
1
０
１
５
４
（
４
１
）

４
１
７
１
（
内
線
３
４
１
）
ま
で
。
�

�ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
薬
剤
�

空
中
散
布
の
実
施
に
つ
い
て
�

�　
町
有
保
安
林
等
の
造
林
地
を
野
ね
ず

み
か
ら
保
護
す
る
た
め
、
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
に
よ
る
薬
剤
散
布
を
次
の
日
程
に
よ

り
実
施
す
る
予
定
で
す
。
�

　
な
お
、
実
施
予
定
日
に
つ
い
て
は
、

天
候
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
�

実

施

日
　
十
一
月
九
日
（
木
）
〜
�

　
　
　
　
　
十
一
月
十
日
（
金
）
�

区
　
　
域
　
町
内
一
円
の
町
有
林
及
び
�

　
　
　
　
　
私
有
林
�

散
布
薬
剤
　
リ
ン
カ
亜
鉛
粒
剤
�

　
※
本
薬
剤
は
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
�

　
　
法
に
よ
る
指
定
か
ら
除
外
さ
れ
た
�

　
　
普
通
物
で
す
。
�

　
詳
し
く
は
、
農
林
課
林
務
係
ま
で
。
�

�し
尿
汲
み
取
り
の
�

申
し
込
み
は
お
早
め
に
�

�　
し
尿
の
汲
み
取
り
は
、
例
年
、
年
末

に
希
望
が
集
中
す
る
た
め
、
収
集
や
浄

化
セ
ン
タ
ー
で
の
処
理
が
間
に
合
わ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
�

　
年
内
の
汲
み
取
り
を
希
望
す
る
場
合
は
、

十
一
月
末
日
ま
で
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
翌
年

一
月
の
汲
み
取
り
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
�

　
な
お
、
し
尿
証
紙
は
必
ず
事
前
に
購

入
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
�

　
申
込
み
先
は
、
（
有
）
北
方
産
業
�

1
（
７
２
）
３
１
８
６
�

　
午
前
八
時
〜
午
後
五
時
ま
で
。
�

�町
立
保
育
園
・
泉
保
育
園
で
�

新
入
園
児
を
募
集
�

�　
保
育
園
で
は
、
仕
事
や
事
情
に
よ
り

昼
間
お
子
さ
ん
の
世
話
が
で
き
な
い
家

庭
の
お
子
さ
ん
を
お
預
か
り
し
て
い
ま
す
。

　
町
立
保
育
園
・
泉
保
育
園
の
来
年
度

四
月
入
園
の
お
子
さ
ん
を
十
一
月
十
三

日
（
月
）
〜
十
二
月
二
十
九
日
（
金
）

ま
で
受
け
付
け
ま
す
。
保
護
者
は
、
入

園
し
た
い
保
育
園
を
選
択
し
て
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
�

申
込
方
法
�

　
申
込
書
は
子
育
て
支
援
室
、
各
保
育

園
に
あ
り
ま
す
の
で
、
関
係
書
類
（
雇

用
証
明
書
）
を
添
え
て
子
育
て
支
援
室
、

各
保
育
園
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
�

　
ま
た
、
後
日
、
平
成
十
八
年
分
源
泉

徴
収
票
の
写
し
、
確
定
申
告
の
写
し
を

提
出
し
て
頂
き
ま
す
。
�

　
詳
し
く
は
、
町
立
中
標
津
保
育
園
�

1
（
７
２
）
２
３
７
６
ま
で
。
�

���������自
衛
官
募
集
�

�募
集
種
目
　
二
等
陸
・
空
・
海
士
�

受
験
資
格
　
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未

　
　
　
　
　
満
（
高
卒
見
込
含
む
）
�

試
験
期
日
　
十
一
月
二
十
六
日
（
日
）
�

受
付
締
切
　
十
一
月
十
七
日
（
金
）
�

試
　
　
験
　
筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、

　
　
　
　
　
適
性
検
査
、
身
体
検
査
�

採
用
時
期
　
平
成
十
九
年
三
月
〜
四
月
�

　
詳
し
く
は
、
自
衛
隊
帯
広
地
方
協
力

本
部
中
標
津
地
域
事
務
所
1
（
７
２
）

０
１
２
０
ま
で
。
�

さわ だ　　 こう じ�



こ
の
広
報
紙
は
資
源
保
護
の
た
め
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
　
　�

平成18年�11
VOL.527

（　） 内は前月比�

誕生   20人    死亡   13人�
転入   67人    転出   72人　�

９月30日現在住民登録人口�

町の人口�
男�
女�

世 帯 数�

24,113（＋   2）�
11,809（－   1）�
12,304（＋   3）�
10,238（＋   5）�

なかしべつ�

広報中標津は、環境保護のために古紙配合率100％再生�
紙および100％植物油型インキ「ナチュラリス100」を使用�
しています。�

地球が丸く見える

10
1

ラ
ジ
オ
体
操
会
�

　
一
千
万
人
ラ
ジ
オ
体

操
・
み
ん
な
の
体
操
祭
地

方
大
会
が
し
る
べ
っ
と
広

場
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
�

　
当
日
は
、
町
民
以
外
に

も
釧
根
管
内
か
ら
大
勢
の

方
が
参
加
し
、
青
空
の
下

気
持
ち
良
さ
そ
う
に
体
操

を
し
て
い
ま
し
た
。
�

地球が丸く見える

赤
い
羽
根
共
同
募
金
�

　
今
年
も
「
赤
い
羽
根
共
同

募
金
」
が
ス
タ
ー
ト
し
、
募

金
活
動
初
日
の
こ
の
日
、
町

内
四
ヶ
所
の
大
型
店
前
で
街

頭
募
金
が
行
わ
れ
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
や
社
会
福
祉
協
議
会

職
員
な
ど
が
募
金
を
呼
び
か

け
て
い
ま
し
た
。
�

　
こ
の
活
動
は
、
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
行
わ
れ
、
集
ま

っ
た
募
金
は
高
齢
者
福
祉
な

ど
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。
�

地球が丸く見える

防
災
訓
練
�

地球が丸く見えるじ
ど
う
か
ん
祭
り
�

　
第
二
十
五
回
じ
ど
う
か
ん
祭

り
が
、
総
合
文
化
会
館
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
�

　
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー

で
は
、
バ
ト
ン
ト
ワ
ー
リ
ン
グ

や
一
輪
車
な
ど
日
頃
の
児
童
館

で
の
活
動
を
披
露
し
ま
し
た
。

そ
の
他
に
も
十
円
シ
ョ
ッ
プ
や

お
ば
け
や
し
き
な
ど
館
内
の
至

る
所
で
催
し
が
行
わ
れ
、
子
供

た
ち
も
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
�

※広報紙に掲載された写真をご希望の方は、企画課広報・調査係まで�
　ご連絡ください。�

10
1

10
7

10
1

　
町
で
は
、
毎
年
十
月
四
日
の
「
防
災
の
日
」

に
ち
な
み
、
地
域
等
で
の
防
災
訓
練
を
行
っ

て
い
ま
す
。

今
年
は
十
月

一
日
（
日
）

に
睦
町
内
会

を
対
象
に
避

難
訓
練
や
放

水
訓
練
、
応

急
手
当
訓
練

な
ど
を
行
い
、

多
く
の
町
内

会
員
が
参
加

し
ま
し
た
。
�

　
各
家
庭
で
も
災
害
に
対
す
る
備
え
を
、
今

一
度
家
族
全
員
で
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
�


